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(57)【要約】
【課題】　背板が折り畳み可能であり、且つ生産効率の
よい、意匠性に優れた、従来のものに比べ組み立て容易
な収納体を提供する。
【解決手段】　天板、底板、左側板、右側板、背板とか
らなる収納体において、背板が、基材と、基材の収納体
内側面の全面に貼着された可撓性シート材とからなり、
基材の収納体外側面から可撓性シート材に向かって刻設
された折畳溝が、基材の一端から対向する他端に亘り設
けられていることを特徴とする収納体
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　天板、底板、左側板、右側板、背板とからなる収納体において、背板が、基材と、基材
の収納体内側面の全面に貼着された可撓性シート材とからなり、基材の収納体外側面から
可撓性シート材に向かって刻設された折畳溝が、基材の一端から対向する他端に亘り設け
られていることを特徴とする収納体。
【請求項２】
　基材の収納体内側面の全面に貼着された可撓性シート材が化粧シートであることを特徴
とする請求項１に記載の収納体。
【請求項３】
　天板及び底板、又は左側板及び右側板のいずれか一方の、収納体内側面に背板の嵌入端
部を嵌め込むための凹溝が設けられているとともに、天板及び底板、又は左側板及び右側
板のいずれか他方の、背面側端部に背板を固着するための段部が設けられていることを特
徴とする請求項１又は２に記載の収納体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、施工現場で組み立てられる下駄箱、玄関収納等の箱型の収納体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、天板、底板、側板、左背板、右側板、扉などの各部材を、ダンボール等の梱包材
を用いて、ひとまとめに梱包した後、工場から出荷し、施工現場で組み立てる下駄箱、玄
関収納等の箱型の収納体として、例えば特許文献１に記載のものが知られている。この収
納体は、分割された背板を底部と底部より延出する挟持部からなる２つの断面略コの字形
の嵌合片を外向きに開口するように配し、折り曲げ可能な連結部によって該嵌合片の底部
同士を連結したジョイナーの嵌合片に嵌合連結されて一体化した背板を用いてなる収納体
であり、各部材の中で最も大きな背板を折り畳むことができるため、梱包体も小さくする
ことができ、運搬時の取り扱いがしやすいものであった。
【０００３】
　また、収納体の組み立ては、特許文献１に記載されているように、背面側端部に段部が
設けられた天板、底板、左側板、右側板をロの字状に組み立てた後、段部に背板を釘や接
着剤を用い固着することで行なわれたり、天板、地板、左側板、右側板の各々の部材の収
納体内側面の背面側端部より引っ込ませたところに桟を固定しておき、桟に背板を固着す
ることで行なわれたり、天板、底板、左側板、右側板の各々の部材の背面側端部に直接背
板を固着することで行なわれたり、天板、底板、左側板、右側板の各々の部材の収納体内
側面に背板の厚さと等しい幅の溝を設け、各々の部材を固着する前に該溝に背板を嵌入さ
せて各々の部材を固着することで行なわれていたりしていた。
【特許文献１】特開平１１－１３７３５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、ジョイナー等の連結部材を用いたこのような収納体は、連結部材の色を
背板の収納体内側面の色すなわち収納体内部の色と合わせたとしても、背板に対し連結部
材が目立ち、見掛けが悪く、意匠性に劣る共に、工場で分割した背板を連結部材でひとつ
ひとつ連結しなければならないため、生産に非常に手間がかかるという問題があった。
【０００５】
　また、天板、底板、左側板、右側板をロの字状に組んだ後、天板、底板、左側板、右側
板の背面側端部に設けられた段部や、天板、底板、左側板、右側板の各々の部材の収納体
内側面の背面側端部より引っ込ませたところに桟や、天板、底板、左側板、右側板の各々
の部材の背面側端部に、背板を釘や接着剤を用い固着することで行なう収納体の組み立て
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は、天板、底板、左側板、右側板のそれぞれに対して、釘を打ち込み、背板を固定する必
要があり、非常に手間がかかるという問題があった。そして、天板、底板、左側板、右側
板の各々の部材の収納体内側面に背板の厚さと等しい幅の溝を設け、各々の部材を固着す
る前に該溝に背板を嵌入させて各々の部材を固着することで行なう収納体の組み立ては、
溝に背板を嵌入させた状態を保ちながら各々の部材を固着する必要があるため、上記のよ
うな天板、底板、左側板、右側板をロの字状に組んだ後、背板を固着する方法に比べて、
組み立てにくいという問題があった。
【０００６】
　本発明はかかる問題を鑑みなされたものであり、背板が折り畳み可能であり、且つ生産
効率のよい、意匠性に優れた、従来のものに比べ組み立て容易な収納体を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、請求項１の発明は、天板、底板、左側板、右側板、背板とか
らなる収納体において、背板が、基材と、基材の収納体内側面の全面に貼着された可撓性
シート材とからなり、基材の収納体外側面から可撓性シート材に向かって刻設された折畳
溝が、基材の一端から対向する他端に亘り設けられていることを特徴とする。
【０００８】
　請求項２の発明は、請求項１に記載の収納体において、基材の収納体内側面の全面に貼
着された可撓性シート材が化粧シートであることを特徴とする。
【０００９】
　請求項３の発明は、請求項１又は請求項２に記載の収納体において、天板及び底板、又
は左側板及び右側板のいずれか一方の、収納体内側面に背板の嵌入端部を嵌め込むための
凹溝が設けられているとともに、天板及び底板、左側板及び右側板のいずれか他方の、背
面側端部に背板を固着するための段部が設けられていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１の発明の収納体によると、天板、底板、左側板、右側板、背板とからなる収納
体において、背板が、基材と、基材の収納体内側面の全面に貼着された可撓性シート材と
からなり、基材の収納体外側面から可撓性シート材に向かって刻設された折畳溝が、基材
の一端から対向する他端に亘り設けられているため、背板が折り畳み可能であり、梱包体
を小さくすることができ、運搬時の取り扱いがしやすいとともに、基材の収納体内側面の
全面に可撓性シート材が貼着されており、収納体の内側を見た際に可撓性シート材のみが
見えるため、見掛けがよい。また、折畳溝はルーター等の機械を用いて刻設することがで
きるため、背板を効率よく生産でき、生産効率に優れた収納体とすることができる。
【００１１】
　請求項２の発明の収納体によると、請求項１の発明の収納体において、基材の収納体内
側面の全面に貼着された可撓性シート材が化粧シートであるため、例えば、収納体内部（
換言すれば、天板、底板、左側板、右側板）と同色・同柄の化粧シートを用いることで、
より意匠性に優れた収納体とすることができる。
【００１２】
　請求項３の発明の収納体によると、請求項１の発明の収納体において、天板及び底板、
又は左側板及び右側板のいずれか一方の、収納体内側面に背板の嵌入端部を嵌め込むため
の凹溝が設けられているとともに、天板及び底板、又は左側板及び右側板のいずれか他方
の、背面側端部に背板を固着するための段部が設けられているため、天板、地板、左側板
、右側板をロの字状に組み立てた後、折り畳んだ状態（若しくは折り畳んだ状態からやや
開いた状態）の背板を、嵌入端部が段部をスライドするようにしながら開きつつ、凹溝に
背板の嵌入端部を嵌入し、背板を完全に開いた後、段部に背板を釘等を用い固着すること
で、収納体を容易に組み立てることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１３】
　以下、本発明の実施例である収納体Ａについて図に基づき説明する。尚、本発明は本実
施例の記載内容に限られるものではない。
【００１４】
　図１は本発明の本実施例に係る収納体Ａを示す斜視図、図２は収納体Ａを示す背面図、
図３は図１におけるＸ－Ｘ線断面を示す断面図、図４は図１におけるＹ－Ｙ線断面を示す
断面図である。収納体Ａは、下駄箱、玄関収納、キャビネット等として用いられる箱型の
収納体であり、天板１、底板２、左側板３、右側板４、背板５とからなる。また、左側板
３及び右側板４には、丁番（図示せず）を介し、取手付きの扉板６が取り付けられている
。なお、本発明では、収納体Ａの、開口側（扉板６が取り付けられている側）を正面とし
、背板５が取り付けられている側を背面とし、収納体Ａを構成する天板１、底板２、左側
板３、右側板４、背板５の、収納体Ａの内側となる面を収納体内側面、収納体Ａの外側と
なる面を収納体外側面とする。
【００１５】
　天板１、底板２、左側板３、右側板４は、ＭＤＦ等の木質繊維板、合板、集成材、無垢
の木材、等の木質材料や、合成樹脂や、金属等からなるものであって、必要に応じてそれ
らの表面に化粧を施した合成樹脂シート、突板単板等を貼着したり、塗装したりしたもの
を用いる。
【００１６】
　背板５は、図５に示すように、基材５１と、基材５１の収納体内側面の全面に貼着され
た可撓性シート材５２とからなり、基材５１の収納体外側面から可撓性シート材５２に向
かって刻設された折畳溝５３が、基材５１の一端から対向する他端に亘り設けられており
、図６に示すように、折畳溝５３で、可撓性シート材５２が内側となるように折り畳むこ
とができるようになっている。
【００１７】
　具体的には、基材５１の収納体外側面から可撓性シート材５２に向かって、先端が可撓
性シート材５２に達するＶ字状であり、Ｖ字を形成している対向面のなす角度は９５度で
ある折畳溝５３が、背板５の上端（収納体とした際に上となる端部）から、背板５の下端
（収納体とした際に下となる端部）に亘り設けられている。なお、折畳溝５３の形状はこ
れに限らず、Ｖ字を形成している対向面のなす角度が９５度よりも鈍角や鋭角になってい
るものであってもよい。
【００１８】
　基材５１は、ＭＤＦなどの木質繊維板、合板、集成材、無垢の木材、等の木質材料や、
合成樹脂や、金属等からなるが、折畳溝５３を刻設することを考慮すると、折畳溝５３を
刻設しやすい木質材料であることが望ましい。
【００１９】
　可撓性シート材５２は、背板５を折り畳み可能な収縮性を有するものを用いることがで
き、具体的には、オレフィンシート等の合成樹脂シート、突板単板、不織布等を用いるこ
とができる。また、可撓性シート材５２は、収納体Ａとした際に、収納体内側に露出する
ため、収納体Ａの内部の色・柄（換言すれば、天板１、底板２、左側板３、右側板４の収
納体内側面の色・柄）に合わせて、着色、印刷等により化粧を施した化粧シートを用いる
ことが望ましい。
【００２０】
　天板１及び底板２の背面側端部には、背板５を固定するための段部８が設けられており
、左側板３及び右側板４の収納体内側面には、背板５を嵌め込むための凹溝７が設けられ
ている。そして、図７に示すように、天板１、地板２、左側板３、右側板４を、ネジ、釘
、ダボ、接着剤、等の固定手段を用いてロの字状に組み立てた後、折畳溝５３で折り畳ん
だ状態からやや開いた状態の背板５を、嵌入端部５４が段部８をスライドするようにしな
がら開きつつ、凹溝７に背板５の嵌入端部５４を嵌入し、図８に示すように、背板５を完
全に開いた後、段部８に背板５を釘等を用い固着して組み立てることで収納体Ａとしてい
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より背板５を固着する際に背板５を確実に固着するために、ＭＤＦ等の木質繊維板、合板
、集成材、無垢の木材、等の木質材料や、合成樹脂や、金属等からなる補強桟９を用いて
いる。
【００２１】
　また、本実施例では、天板１及び底板２の背面側端部に、背板５を固定するための段部
８が設け、左側板３及び右側板４の収納体内側面に、背板５を嵌め込むための凹溝７が設
けるようにしたが、天板１及び底板２の収納体内側面に、背板を嵌め込むための凹溝を設
け、左側板３及び右側板４の背面側端部に、背板を固定するための段部を設けるようにし
てもよい。
【００２２】
　さらに、本実施例では、左側板３及び右側板４に丁番を介して扉板６を取り付けた収納
体Ａについて説明したが、扉板がなく正面が開口している収納体や、スライド扉、折戸扉
等の別の開閉構造の扉を有する収納体であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００２３】
　本発明は、背板が折り畳み可能であり、且つ生産効率のよい、従来のものに比べ組み立
て容易な収納体であり、極めて有用で産業上の利用可能性が高い。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】収納体Ａを示す正面斜視図
【図２】収納体Ａを示す背面図
【図３】図１におけるＸ－Ｘ線断面を示す断面図
【図４】図１におけるＹ－Ｙ線断面を示す断面図
【図５】背板を示す図
【図６】折り畳んだ状態の背板を示す図
【図７】収納体Ａの組み立て途中の状態を示す図
【図８】収納体Ａの組み立て途中の状態を示す図
【符号の説明】
【００２５】
　Ａ　　・・・　収納体
　１　　・・・　天板
　２　　・・・　底板
　３　　・・・　左側板
　４　　・・・　右側板
　５　　・・・　背板
　５１　・・・　基材
　５２　・・・　可撓性シート材
　５３　・・・　折畳溝
　５４　・・・　嵌入端部
　６　　・・・　扉板
　７　　・・・　凹溝
　８　　・・・　段部
　９　　・・・　補強桟
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